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この１年間に自治公民館に依頼する業務やお願い、届出、補助・助成制度、お知らせ

などについて、部門ごとに記載しています。 

 

１．総務部 

●自治公民館関係の業務・お願いなど 

１ 文書の配布・回覧日の変更 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１１ 

公民館長会でのご意見を踏まえ、公民館長の皆様の負担軽減の観点から、令和８年４

月より、文書の配布および回覧日を毎月第２木曜日および第４木曜日に変更します。な

お、文書量につきましても、今後引き続き見直しを進めます。 

配布および回覧文書は、広報紙、議会だより、上水道・下水道使用料納入通知書およ

び各種お知らせ（健康相談・健康教室など）です。 

※早めに自治公民館員に行き渡りますようご協力をお願いします。 

 

２ 避難行動要支援者名簿の配布 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３１ 

 災害時に一人又は家族だけでは避難することが困難な在宅の高齢者や障がいをお持

ちの方等の情報を掲載した名簿「避難行動要支援者名簿」を作成することが、法律で義

務付けられており、壱岐市でも名簿を作成・更新しています。 

避難行動要支援者名簿のうち、本人の同意が得られている方の情報は、災害発生時の

円滑かつ迅速な避難支援等の体制を整えることを目的として、自治公民館、民生委員・

児童委員、消防などの地域支援者に提供しております。 

梅雨入り前に、各自治公民館長様宛に避難行動要支援者名簿の配布を予定しておりま

すので、この名簿により、平時からの声掛け・見守りや台風接近など災害時の指定避難

所への避難誘導等にご活用をお願いします。災害時には、自助、共助等の地域における

取組が重要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

なお、個人情報の取り扱いには十分注意し、適切な保管・管理をお願いします。 

 

【参考】 

 主な指定避難所（指定避難所の詳細は、市のホームページに掲載しております。） 

地区 施設名称 

郷ノ浦 壱岐の島ホール 

郷ノ浦 大谷公園体育館 

勝本 勝本町ふれあいセンターかざはや 

勝本 壱岐市役所 勝本庁舎 

芦辺 壱岐市役所 芦辺庁舎 

芦辺 芦辺町クオリティーライフセンターつばさ 

石田 石田スポーツセンター 

石田 石田農村環境改善センター 

※上記表には開設頻度が高い指定避難所を掲載しております。この他にも市内全 

自治公民館関係業務 
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６１施設を避難所として指定しております。（令和８年３月末時点） 

 

◆届出・申込みなど 

１ 自主防災組織へのご協力を 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３１ 

 市では、まちづくり協議会および自治公民館を中心とした自主防災組織づくりを進め

ており、令和８年３月１日現在の組織数は１７６組織(まち協での結成含む。)で、自治

公民館単位での組織率は９５．２％という状況です。自主防災組織の結成にご協力をお

願いするとともに、既に設立されている自主防災組織については、避難訓練、資機材の

整備・点検など、防災活動の取組をお願いします。 

 

１ 自主防災組織とは 

自主防災組織とは、住民一人一人が「自らの命は自ら守る」そして、「自らの 

地域は自ら守る」という考えのもとに、自主的に防災活動を行う組織をいい

ます。 

２ 自主防災組織がなぜ必要か 

（１）火災や災害の際には、救助活動や消火活動を各個人で行おうとしても、個人

の力には限界があり、かえって危険な場合もあります。また、消防などの防

災関係機関が現場に到着して活動するまでの間、初期活動を地域で組織的に

行えば、被害は最小限に抑えることができます。 

（２）自主防災組織の目的は、災害発生時に被害の拡大を防ぎ、付近の人たち    

を避難誘導するなどの初期活動にあたります。 

３ 自主防災組織の活動 

（１）平常時の活動 

  ア 防災に対する心構えの啓発 

   イ 災害発生の未然防止のための地域活動 

   ウ 災害発生に備えて地域を知るための活動（避難場所の把握など） 

   エ 災害発生時の活動を習得するための活動（消火、避難などの訓練） 

   オ 災害発生時の活動に備えるための活動（機材や備蓄品の管理など） 

（２）災害時の活動 

   ア 情報収集伝達活動（被害情報などの収集伝達、救援情報などの周知） 

   イ 初期消火活動（消火器、可搬式動力ポンプ等による消火活動など） 

   ウ 避難誘導活動（安否確認や介護が必要な方への援助など） 

   エ 救出救護活動（負傷者救護など） 

   オ 給食救護活動（備蓄品・救援物資の避難所への運搬・分配） 

 

４ 自主防災組織に対する助成制度 

壱岐市防災資機材整備事業 

（１）趣旨 

地域における自主防災組織の結成および加入促進を支援することで地域防

災力の強化と促進を図る。 

（２）補助対象者 

補助対象者は、壱岐市自主防災組織認定要綱の規程に基づき認定された組織

で、下記補助金の交付を受けたことがない自主防災組織とする。 
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ア 壱岐市地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金 

イ 壱岐市防災資機材整備事業費補助金 

（３）補助額 

１組織当たり５万円を上限とする。 

 

２ 
壱岐市ケーブルテレビ使用料などの減免 

申請 

一緒に推進課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１４０ 

１ 自治公民館の手続き 

壱岐市ケーブルテレビでは、自治公民館の光テレビ使用料、又は加入負担金を申請に

より半額減免しています。宅内工事費は減免の対象外となります。 

 減免手続きの更新については、前年から代表者の変更があった場合のみ申請が必要と

なっております。変更がない場合は、継続して減免が適用されるため手続きは不要です。 

 減免を受けている自治公民館に対し、市から「更新のお知らせ」を発出しますのでご

確認をお願いします。尚、更新の申請については電子申請も可能となっておりますので、

申請の際はご利用ください。 

 

２ 個人の手続き 

個人の場合、生活保護受給者や障がい者がおられる世帯、７０歳以上高齢者のみの低

所得世帯など、世帯の状況に応じて光テレビ使用料が免除または半額減免になる場合が

あります。 

 更新手続きについては、自治公民館とは異なり、毎年６月中に申請をしていただく必

要があります。 

 減免を受けている方に対しては、市から「更新のお知らせ」を発出します。 

 

３ 申請書提出先（自治公民館、個人 共通） 

一緒に推進課（郷ノ浦庁舎２階）、又は各庁舎・各事務所（申請書は提出先にあります。） 
※「更新のお知らせ」に記載するＱＲコードからの電子申請も可能です。 
 
■お知らせ 

１ 補償保険（災害補償保険） 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１１ 

 市が主催・共催する行事（活動）および社会奉仕活動（ボランティア活動）に参加さ

れた住民の方が死亡又は身体障害もしくは、入院・通院を伴う怪我を被った場合、「総合

災害補償規程」に基づいて補償金が支払われます。 
活動中に怪我などをされた場合は、すぐに市の担当部署への連絡をお願いします。 

 

２ 令和８年度壱岐市補助金一覧のご案内 
財政課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１４ 

市では、市民の皆様や事業者の方などがご利用いただける補助事業の一覧を作成して

おります。各支所および各事務所の窓口、市ホームページに掲載しておりますので、広
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くご活用いただきますようお願いします。 

なお、一覧に掲載しています詳しい事業内容、補助額、補助率、事業期間等は事業担

当課へ直接お問い合わせください。 

 

３ 防犯灯設置への助成 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１１ 

夜間の犯罪の防止および通行の安全確保を目的として防犯灯を設置する場合に設置

費用の一部を助成します。 

１ 助成額  補助対象経費の７／１０以内 
２ 補助対象経費及上限額 

補助対象経費 専用柱の要否等 補助金の上限額 備 考 

防犯灯の設置および

移設に要する経費 

 

 

 

専用柱を必要とするもの 65,000円以内 
自治公民館

等の都合に

よる移設を

除く 

専用柱を必要としないもの 30,000円以内 

防犯灯の修理に要す

る経費 

修理に係るもの 

（球替えを除く。） 

20,000円以内 

附属器具や

球（グロー球

を含む。）の

交換など軽

微なものを

除く 

防犯灯の撤去に要す

る経費 

 
15,000円以内 

老朽化によ

る撤去 

 
 

４ 交通安全運動 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３１ 

○ 交通安全運動の推進 

（1）春の全国交通安全運動    ４月 ６日（月） ～  ４月１５日（水） 

（2）夏の交通安全週間      ７月１１日（土） ～  ７月１７日（金） 

（3）秋の全国交通安全運動    ９月２１日（月） ～  ９月３０日（水） 

（4）年末の交通安全県民運動  １２月 １日（火） ～ １２月１０日（木） 
 

   脇見・ながら運転の防止、全座席のシートベルト着用の徹底を推進しましょう。 

 

５ 市町村交通災害共済 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３１ 

 交通災害共済は、交通事故による被災者を救済する制度です。日本国内どこで起きた

交通事故でも、怪我等の程度に応じて見舞金が支払われます。交通事故を起こさない・

遭わないことが一番ですが、「もしも」のときのために、家族そろって加入しましょう。 

 詳細な内容が記載されたパンフレットは、毎年１月頃、各戸配布しております。 
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○加入できる人 

壱岐市に住民登録をしている方（外国人の方も含む） 

 ※就学（学生）のため、一時的に転出している方も加入できます。 

 

○共済掛金 

 加入者１人あたり年間５００円 

 ※中途加入者（４月以降の加入者）も同額 

 

○共済期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 ※中途加入者は、申込みが受理された日から令和９年３月３１日まで 

 

○共済の対象となる事故 

 国内で自動車や汽車、電車、原動機付自転車、自転車（小児用自転車は除く。ただし、

車輪の直径が１６インチ以上の小児用自転車は含む）、定期旅客船、旅客運送の用に供す

る交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等による人身の事故（自損事故を含む）に遭わ

れた場合 

 ※自殺、無免許運転、酒酔い運転、故意又は重大な過失による事故を起こした場合、

および天災によって生じた事故などは対象外となります。 

 

○申込方法 

 市役所各支所および事務所に備え付けの申込用紙に同一住所の加入者名等をご記入

の上、掛金を添えて、市役所各支所出納室等で申込みください。 

 ※加入申込みは、令和８年２月１日からの受付けとなります。 

 ※令和８年度より市役所各事務所での申込みはできませんので、ご注意ください。 

 

○災害共済の請求期限 

 事故発生日から２年以内 

 ※請求書等の関係書類は、市役所各支所市民生活班（郷ノ浦庁舎は総務課）にありま

す。 

 

６ 消費生活相談 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３１ 

複雑化・深刻化する消費生活相談に対応するため、「壱岐市消費生活センター」を設置

しています。どんな些細なことでも、１人で悩まず、気がかりなことがありましたら、

お気軽に壱岐市消費生活センターへご連絡ください。 

【連絡先】   壱岐市消費生活センター     電話：４８－１１３１ 
※土曜日・日曜日・祝日のご相談先 

      消費者ホットライン       電話：１８８（局番なし） 
 

７ 自動通話録音装置貸与事業 
総務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３１ 

悪質商法・特殊詐欺等の電話による被害を防止するため、市内に住所を有する６５歳

以上の高齢者の居る世帯等を対象に自動通話録音装置を貸与します。 
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自動通話録音装置は無償貸与しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

１ 貸与する物品（一世帯につき 1 式） 
 (1) 自動通話録音装置本体 
 (2) ＡＣアダプタ 
 (3) 電話機接続用モジュラーケーブル 
 (4) 取扱い説明書 

２ 費用の負担  
電気料のみご負担いただきます。 

 

 

２．地域振興部 

●自治公民館関係の業務・お願いなど 

１ 自治公民館の運営 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

 少子高齢化・人口減少が進む中で、「役員のなり手不足」や「役員の高齢化」等により

各地域における自治公民館の自治活動・公民館活動が厳しくなっている状況です。 

 自治公民館の運営等についての悩み、困りごと等ございましたら、お気軽に担当まで

ご相談ください。 

  

２ 行政協力員への委嘱 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

自治公民館にお願いしている行政事務（文書の配布、各種調査および報告、自治公民

館内の連絡調整など）について、自治公民館長様を「行政協力員」として委嘱させてい

ただいています。 

また、行政協力事務に要する経費として、自治公民館に対し「行政協力事務交付金」

を交付しています。交付金の額などについては、★補助・助成制度など１「自治公民館

交付金について」（８ページ）をご確認ください。 

 

３ 男女共同参画の推進 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

壱岐市では、平成２８年度に策定した第２次壱岐市男女共同参画基本計画の「男女（と

も）に築こう自分らしく輝けるまち壱岐」を基本理念として、男女共同参画社会実現に

向けた施策を推進しています。 

男女共同参画社会とは、「男女それぞれが個人として尊重され、みんなで責任を分かち

合い、性別に関わりなくみんなで協力して活動や生活ができる」社会です。 

 毎年様々な啓発活動を行っておりますので、本理念をご理解いただき、市民皆様への

啓発・周知にご協力をお願いします。詳しくは担当者へご相談ください。 
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４ 
女性人材バンク「つばきぽけっと」の 

登録推進 

地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

 まちづくりの推進には、男性、女性どちらの意見も重要であるため、会議は男女同じ

比率で開催することが望ましいですが、市の審議会や委員会は男性の委員が多い状況で

す。それは、委員を選任する時に委員になってくださる女性を見つけるのが困難なこと

も影響しています。そこで、壱岐市では委員になってくださる女性を登録する制度「女

性人材バンク（つばきぽけっと）」を制定しています。自治公民館員皆様をはじめとして、

市民皆様への周知にご協力をお願いします。 

 【女性人材バンクへの登録対象】 

市内にお住まい、または、お勤めをされている１８歳以上の方で、壱岐市の政策等に関

心を持ち、市の審議会等の委員として活動する意欲がある方 

 

５ 
地域の団体・組織内の役員における女性役員

の登用（選任）推奨 

地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

 本市では、地域の団体・組織内の役員においても、女性役員の登用を推奨しています。 

 人口減少・少子高齢化が進み、役員のなり手が不足する中で、特に地方では、従来か

ら根付く「役員は男性から選ばないといけない」や「女性だから役員にはなれない」等

といった「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」によって、男性の負担が増

えてしまっていたり、女性の活躍できる場が限定されてしまっていることが多い傾向に

あります。性別による固定的な役割分担意識を無くし、みんなで協力して地域の活動が

できるような環境づくりにご理解とご協力をお願いします。 

 

６ まちづくり協議会への協力 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

持続可能な魅力あふれるまちづくりの実現のために、既存の組織（自治公民館・消防

団・青年会・婦人会・老人会・PTAなど）がお互いに理解を深め、協力して地域課題解決

のための取組を行うことが重要です。そのための仕組みづくりとして、小学校区を１つ

の単位とした「まちづくり協議会」の設立を推進しています。 

令和８年４月１日現在、（三島、瀬戸、箱崎、霞翠、筒城、那賀、八幡、渡良、志原、初

山、勝本、沼津、鯨伏、田河、芦辺）地域においてまちづくり協議会が設立され、まち

づくり計画に基づいた特色あるまちづくりが展開されています。その他に、（盈科、石田）

地域で幹事会が立ち上がり、まちづくり協議会設立に向けた準備を進めております。誰

一人取り残さない持続可能な地域社会の実現を目指し、地域活動活性化に向けた取組へ

のご協力お願いします。 

 

◆届出・申込みなど 

１ 協働のまちづくり「出前講座」の活用 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

壱岐市が行っている事業や取組について、市民皆様のもとへ職員が出向き説明を行い

ます。令和８年度出前講座メニュー表の更新も行っておりますので、開催を希望される

自治公民館長様は、申込書を開催希望日の１か月前までに地域共創課または各支所・各
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事務所へご提出ください。出前講座のメニューおよび申込用紙などは、回覧や各支所・

各事務所に設置しています。壱岐市ホームページからもお申し込みいただけますので、

ぜひご活用ください。 

 

２ 空き家バンクへの登録推進 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

市内各所で年々、空き家が増加しています。空き家を適切に管理せず放置すると、建

物の劣化が進み、防災・防犯、衛生面などの問題が発生する恐れがあります。 

壱岐市では空き家・空き地を有効活用するため、空き家バンクを運用し、無料で情報

発信を行っています。お隣・ご近所に空き家・空き地がございましたら、所有者の方に

ご連絡いただき、空き家バンクへの登録推進をお願いします。 

なお、賃貸用物件として空き家を改修し、空き家バンクに登録されるものについては

改修費補助金がありますのでご活用ください。 

 

３ 地縁団体の認可申請 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

自治公民館などの地域的活動を行う団体が、不動産又は不動産に関する権利を保有す

るため、市長の認可を受けて法人格を取得することができます。 

詳細については、担当までご相談ください。 

 

★補助・助成制度など 

１ 自治公民館交付金 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 

行政協力事務に要する経費として「行政協力事務交付金」、コミュニティの強化、地域

での自主的な活動を支援するために「自治公民館運営費等交付金」、「安全・安心のまち

づくり交付金」を各自治公民館へ交付します。 
 

１ 交付金の種類 

（１）行政協力事務交付金 

１世帯あたりの基本額 ２，４００円（年間） 

※自治公民館の状況により、上記基本額に地域調整率を乗じます。 

     「地域調整率（２段階）」 

ア 密集地（街部）０．９ 

      イ 散在地（在部）１．０ 
 

（２）自治公民館運営費等交付金 

ア 均等割 １自治公民館あたり １５，０００円（年間） 

イ 世帯割 １世帯あたり       ５００円（年間） 

     ※算定については市にご報告いただく４月末の世帯数で行います。 
 

 （３）安全・安心のまちづくり交付金 

令和８年度活動実績により令和９年度に交付をいたします。 

【令和８年度の取組内容】 

ア 自主防災組織の設置および活動 
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（ア）防災知識の普及・啓発活動（※２事業以上） 

（イ）避難行動要支援者に対する支援 

イ 福祉保健部の設置と活動 

（ア）福祉保健部の設置および基本的活動 

（イ）市主催の福祉保健部研修会への参加 

（ウ）健康づくり活動（※１事業のみ対象） 
 

安全・安心のまちづくり交付金に関する取組内容の詳細につきましては、資料「自治

公民館における「安全・安心のまちづくり」への取組について」をご確認ください。 

 

２ 交付の方法 

（１）、（２）は上半期と下半期に分けて、（３）は上半期に一括して自治公民館名

義の口座に振り込みます。（例年：上半期７月末、下半期１１月末に交付しています。） 

自治公民館に関する交付金の振込時期一覧 

振込時期 交付金名 担当課 

７月 
自治公民館納税活動等交付金 

※令和９年度から

全面的に見直し 

税務課 

壱岐市水道料金報奨金 上下水道課 

自治公民館行政協力事務交付金（上半期分） 

自治公民館運営費等交付金（上半期分） 

安全・安心のまちづくり交付金 

地域共創課 

１１月 自治公民館行政協力事務交付金（下半期分） 

自治公民館運営費等交付金（下半期分） 
地域共創課 

２月～３月 市道維持管理業務補助金 建設課 

 

（一財）自治総合センターが、宝くじ普及広報についての収入を財源とし、コミュニテ

ィ活動に関わる資金の助成を行います。幅広い経費が助成対象となりますので、申請を

ご検討される場合まずは担当者へご相談ください。 

センターから募集のお知らせがありましたら、回覧やケーブルテレビ等で周知いたし

ます。令和９年度の募集につきましては、令和８年９月頃を予定しております。 

また、本事業は毎年募集があるとは限りませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

２ コミュニティ助成事業 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 
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●参考：主な助成対象事業 

事業区分 助成対象事業内容 
実施 

主体 

助成額 

（※１） 
助成対象経費 

一般 

コミュニティ 

住民が自主的に行うコミュ

ニティ活動の促進を図り、

地域の連帯感に基づく自治

意識の高揚のため、コミュ

ニティ活動に直接必要な設

備の整備を行う事業。 

コミュニティ

組織 

（※２） 

又は市 

 

 

補助率

10/10 

下限 

100 万円 

上限 

250 万円 

地域イベント（お祭

り）や公民館で使用

する備品購入費な

ど。 

ただし、建築物、消

耗品は対象外。 

※建物と一体とみな

されるような備品

（ベースライトや埋

め込み式のエアコン

等）は例年対象外。 

コミュニティ

センター 

住民の行う自主的なコミュ

ニティ活動を積極的に推進

し、その健全な発展を図る

ため、住民の需要の実態に

応じた機能を有する集会施

設（コミュニティセンタ

ー・自治公民館等）の建設

整備に関する事業。 

主に新築が対象。修繕につ

いては建物の主要構造部に

ついて行う大規模な修繕が

対象。 

コミュニティ

組織 

又は市 

補助率 3/5 

 

上限 

2,000 万円 

コミュニティ活動推

進のために、必要な

施設の建設・修繕費

とその施設に必要な

備品購入費。 

ただし、土地の取

得・造成、既存施設

購入、既存施設の撤

去・処理、外構に要

する経費は対象外。 

青少年健全 

育成 

青少年の健全育成を図るた

め、主として親子で参加す

るソフト事業。（スポーツ･

レクリエーション活動に関

する事業、文化･学習活動に

関する事業、その他コミュ

ニティ活動のイベント等に

関する事業） 

コミュニティ

組織 

又は市 

補助率

10/10 

 

下限 

30万円 

上限 

100 万円 

青少年健全育成事業

のソフト事業に要す

る経費。 

ただし、外部委託、

備品購入は対象外。 

※１…１０万円未満切捨 
※２…コミュニティ組織とは、自治公民館、自主防災組織などの地域に密着した団体。
地域に密着した団体であっても、特定の活動や趣味、芸術などに限定した活動団体は
除きます。また、まちづくり協議会等の財源の大半を補助金等で運営している団体は
対象外となる可能性がありますのでご注意ください。 

 

若年層の定住促進および産業人材の確保を図り、人口減少対策を推進するため、市内

に居住・就労し、奨学資金等を償還する方に対し、「壱岐市定住促進奨学資金償還補助金」

を交付します。 

（１）補助対象となる奨学資金 

 ①壱岐市奨学資金         ②公益財団法人長崎県育英会 

 ③独立行政法人日本学生支援機構  ④その他自治体等から借り入れを行ったもの 

３ 壱岐市定住促進奨学資金償還補助金 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 
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（２）補助対象となる方 

 ・壱岐市の住民基本台帳に登録され、生活の拠点を置いていること。 

 ・上記（１）の奨学資金の償還を行っていること。 

 ・就労していること（就労先の所在地は問いません。） 

 ・奨学資金を自ら償還していること。 
※上記以外の要件もありますので担当者までご確認ください。 

（３）補助対象期間 
 ・交付対象となる期間は、補助金の交付を開始する月から起算して３年間です。 
（４）補助金額 
 ・当該年度（４月～翌年３月）償還額の１／２の金額 ※上限額年１０万円 
  ただし、補助対象期間３年間の通算補助上限額は３０万円です。 

■お知らせ 

平成２９年度から壱岐市地域担当職員制度を導入しました。この制度は、地域と行政

が自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら連携して「協働のまちづくり」を

進めるため、地域と行政の相互の橋渡し役となり、支援する地域担当職員を配置し、地

域活動の活性化および、行政運営の円滑化を図ることを目的としています。 
また、地域の課題解決に向けた活動を行えるよう、まちづくり協議会設立に向けた、

地域での協議の場から設立後の活動まで積極的に支援してまいります。 
 

２ スポーツイベントの実施 
文化スポーツ振興課 

４７－０２０７ 

スポーツによる健康の維持増進と交流人口の拡大による地域振興を目的にスポーツ

イベントを次のとおり開催します。コース周辺、交通規制等でご不便をおかけいたし

ますがご理解くださいますようお願いします。また、沿道でのご声援、大会運営への

ボランティアなどご協力をよろしくお願いいたします。 

（１）ツール・ド・壱岐島２０２６（第３８回壱岐サイクルフェスティバル） 

日 時 令和８年６月７日（日） ８時４５分スタート 

コース 壱岐島１周 

 

（２）神々の島壱岐ウルトラマラソン２０２６ 

日 時 令和８年１０月１７日（土） 

     １００ｋｍの部   ５時スタート／壱岐の島ホール 

５０ｋｍの部  １１時スタート／壱岐島開発総合センター 

   コース  壱岐島１周 

 

 （３）第３９回壱岐の島新春マラソン大会 

    日 時 令和９年 １月１０日（日）予定  ９時００分スタート 

コース 壱岐市ふれあい広場（芦辺町）周辺特設コース 

 

１ 壱岐市地域担当職員制度 
地域共創課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１３４ 
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３．市民部 

●自治公民館関係の業務・お願いなど 

1 障がいをお持ちの方々の情報提供依頼 壱岐障害者地域活動支援センター 

ひまわり ４７－０１１６ 

壱岐障害者地域活動支援センターひまわりでは、障がい者の総合相談窓口として、障

がいや障害福祉サービスに関する相談、権利擁護、障がい者の虐待などに対応していま

す。地域の方々の細かな情報や新しい情報を必要としています。個人情報の保護につい

ては、厳正に取り扱いますので情報の提供についてご協力をお願いします。また、障が

いをお持ちの方の地域での暮らしなどについて、お気づきの点・お困りの点がありまし

たらご連絡・ご相談ください。 

 

２ 生活困窮者自立支援制度 
市民福祉課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１６ 

まわりに仕事の問題、家庭の問題、経済的な問題などでお悩みを抱えている人がおら

れましたら、壱岐市生活相談支援センター（電話 ４５－００４８）へご連絡・ご相談

ください。生活・暮らしを支援するため、ファイナンシャルプランナーによる家計相談

も開始しています。 
 

◆届出・申込みなど 

１ 
認可地縁団体に係る法人市民税 
均等割申告等 

税務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１８ 

１ 認可地縁団体 

   不動産等の資産を保有している、もしくはそれらを保有する見込みがある町

内会・自治会（※地縁による団体）が、不動産等を町内会・自治会の名義で保

有し登記等をできるようにするために、市町村が認可（※法人格を付与）した

団体のことです。 
 

２ 提出書類 

  ・法人市民税均等割申告書 

  ・法人市民税減免申請書 

  ※初めて申請を行う団体につきましては、上記書類のほかに定款、規則または 

    規約が確認できる書類を添付してください。 

   ※書類は３月下旬に代表者様あてに送付しております。なお、代表者を変更さ

れた場合は、前代表者様にご確認いただくか税務課までご連絡ください。 
  

３ 提出期限 

   令和８年４月２４日（金）までにご提出ください。 
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２ 固定資産税の減免申請 
税務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１８ 

１ 自治公民館で使用している施設など（原則として申請不要） 

自治公民館で使用している施設などの固定資産税（有料で使用するものを除

く。）については、申請により減免することができますが、前年度までに申請書

を提出されていれば、今年度も申請があったものとして取り扱います。ただし、

前年度と減免の内容に変更がある場合は申請が必要となりますので、下記の例を

参考に申請をお願いします。また、減免の対象とならなくなった場合は、その旨

の届出を行う必要がありますので、必ず税務課資産税班までご連絡をお願いしま

す。 

（減免の対象となる施設の例） 

自治公民館（集会所）、自治公民館用地、自治公民館用駐車場、ゲートボール

場、リサイクルステーション用地など 

 

① 今年度に減免申請書の提出が必要な場合の例    

・前年度まで減免申請書を提出していたが、新たに対象となる固定資産が増え 

た場合    

・前年度は減免申請をせず固定資産税を納付したが、今年度は減免申請をする 

場合 

・前年度中に所有者又は納税義務者が変更となった場合 

② 前年度から減免の対象外となり、届出が必要となる場合の例 

・一部又は全部について自治公民館が使用しなくなった場合 

・自治公民館が無償で借りていた固定資産の一部又は全部について、借地料な 

どを支払うこととなった場合 

※減免の対象外となった場合や届出が必要な場合で、税務課で把握できた場合

は、手続をしていただくようお知らせします。 

 

２ 自治公民館に関する減免以外の減免申請（災害、生活保護など）について 

申請書の提出が必要な場合がありますので、個別にお尋ねください。 

 

★補助・助成制度など 

１ 壱岐市自治公民館納税活動等交付金 税務課（郷ノ浦庁舎） 

４８－１１１８ 

市では納税成績の向上と納税活動の円滑な運営を図るため、「壱岐市自治公民館納税

活動等交付金」を前年度の納付実績に応じて交付します。（※令和８年度の交付は令和７

年度の納付実績に応じて交付します。） 
 交付基準 

  （１）納税義務者割      １人  ３５０円 

  （２）口座振替納付件数割   １件   ２０円  

※（２）については口座振替納付を推進するため令和６年度より改正し、 

納付書により納付されるものについては交付されません。 

  （３）納期内完納 １自治公民館につき １２，０００円 

  （４）決算時完納 １自治公民館につき １０，０００円 

    として、予算の範囲内とします。 
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    （但し、法人・組合等の特別徴収および固定資産税・軽自動車税は除きます。） 

 ※令和９年度から全面的に見直します。 

 

■お知らせ 

1 
壱岐市結婚・出産・子育て支援サービスガイ

ドブックの発行 

子育て支援課 

（郷ノ浦庁舎）４８－１１１７ 

こども家庭センターいきいろ

（郷ノ浦庁舎）４８－１１６０ 

 壱岐市では、子どもを産み育てることに喜びを感じられる社会、次世代を担う子ども

一人ひとりの育ちを応援するための支援の充実を重点的な取り組みとしています。 

壱岐市が行う事業を広く市民の皆様に知っていただくためにガイドブックを作成し

ております。ガイドブックは、ホームページに掲載しているほか、各支所・事務所窓口

で配布していますので、是非ご活用ください。 

 

 

４．保健環境部 

●自治公民館関係の業務・お願いなど 

１ 
独居高齢者世帯・高齢者世帯等の 
把握と情報提供依頼 

長寿支援課 地域包括支援センター 

（芦辺庁舎）４５－１１９７ 

壱岐市地域包括支援センターでは、６５歳以上の方の総合相談窓口として、介護の相

談や権利擁護、高齢者の虐待などに対応しています。そのため、細かな情報や新しい情

報を必要としています。お気づきの点・お困りの点がありましたらご連絡・ご相談くだ

さい。 

 

２ 福祉保健部の活動の推進 
健康増進課（芦辺庁舎） 

４５－１１１４ 

市民皆様が健やかで心豊かに生活できるように、地域の健康づくりを推進することを

目的として、福祉保健部の設置と活動の推進を進めています。 

まちづくり出前講座の開催や独自の健康づくりの実施、特定健診やがん検診等の受診

の声かけにご協力をお願いします。 

 

３ 自治公民館等施設での禁煙・受動喫煙防止 健康増進課（芦辺庁舎） 

４５－１１１４ 

喫煙による健康への影響に関する社会的問題が高まっている中で、受動喫煙による非

喫煙者の健康への影響が報告されており、自治公民館等施設での禁煙、又は受動喫煙防

止に引き続きご協力をお願いします。 

受動喫煙防止対策を実施される自治公民館等施設には、禁煙ステッカーを配布します

のでご連絡ください。 
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４ 「リサイクル推進員等届出書」の提出 環境衛生課（芦辺庁舎） 

４５－１１１２ 

リサイクル品回収およびごみ回収を円滑に進めるため、毎年自治公民館にリサイクル

推進員の選任をお願いしています。 

 

５ 
島内一斉清掃の実施および「実施結果調査

表」の提出 

環境衛生課（芦辺庁舎） 

４５－１１１２ 

長崎県では、６月７日(６月の第１日曜日)を「空きかん回収キャンペーン」の県下統

一実施日とし、散乱している空き缶の回収を中心とした実践活動の調査が行われていま

す。 

市では、５月の最終日曜日（今年は５月３１日）を「島内一斉清掃の日」として毎年

自治公民館で清掃活動の実施をお願いしています（実施日等は各自治公民館で適宜決

定）。協力依頼文書および実施結果調査表の発送につきましては、５月中旬を予定してい

ますので、清掃活動終了後は実施結果調査表のご提出についてご協力をお願いします。 

なお、ごみ袋については、専用のボランティア袋を各庁舎、各事務所、壱岐の島ホー

ル、勝本地区公民館で配布しますのでお受け取りをお願いします。 

 

６ ポイ捨てごみや不法投棄等の対策 
環境衛生課（芦辺庁舎） 

４５－１１１２ 

日頃より、自治公民館などでの空き缶拾いやボランティア団体による、清掃活動など

に取り組んでいただき感謝を申し上げます。 
 道路、公共施設などにポイ捨てされた空き缶、ペットボトルなどが、依然として後を

絶たず、その対策に大変苦慮している現状です。 
 例年、春と秋には自治公民館等で道路の除草作業等を実施されておりますが、それと

並行して、自治公民館内でのポイ捨てごみの回収につきましても、お取り組みいただき

ますようお願いします。 
また、不法投棄監視パトロールも強化し、不法投棄の予防や再発防止に努めてまいり

ます。 
なお、不法投棄等でお困りの場合は、環境衛生課までご連絡をお願いします。 
不法投棄が確認された場合、5 年以下の懲役および 1 千万円以下の罰金が科せられま

す。 
 

７ 狂犬病予防・野犬対策 
環境衛生課（芦辺庁舎） 

４５－１１１２ 

野犬による苦情や目撃情報の連絡が寄せられています。狂犬病予防法に基づき、野犬

捕獲のため捕獲器を設置しますので、随時、環境衛生課（４５－１１１２）までお知ら

せください。また、野犬への餌やりを見かけた場合も環境衛生課へお知らせください。 

犬の飼い主には①飼い犬の登録・死亡等の届出 ②年に 1回の狂犬病予防接種 

③犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着することが義務づけられています。 

違反者に対しては 20万以下の罰金などの罰則があります。 

また、地域で野犬が増えない環境づくりにもご協力いただきますようお願いします。 
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８ 
プラスチック製容器包装である「シャンプー・

洗剤等のボトル類」のリサイクル 

環境衛生課（芦辺庁舎） 

４５－１１１２ 

 令和８年４月から、プラスチック製容器包装である「シャンプー・洗剤等のボトル類」

もリサイクル品目に追加されています。 

詳しくは令和８年３月に配付しました「資源分別ガイドブック」又は壱岐市ホームペ

ージをご覧ください。 

今後も引き続き、ごみの減量化およびリサイクルにご協力をお願いいたします。 

 
◆届出・申込みなど 

１ 健康教室・介護予防教室の申込み 

健康増進課 

（芦辺庁舎）４５－１１１４ 

長寿支援課 地域包括支援センター 

（芦辺庁舎）４５－１１９７ 

生活習慣病など健康や介護予防・食事に関する話・実習・血圧測定などご希望に応じ

てお話に伺います。 

 

★補助・助成制度など 

１ 壱岐市敬老事業補助金 
長寿支援課  

（芦辺庁舎）４５－１１９７ 

まちづくり協議会や自治公民館、施設等の団体で実施する敬老事業に対して補助金

を交付します。 

 １ 対象者 市内に住所を有する満７０歳以上の高齢者（敬老事業開催年度末時点 

において満７０歳に達するものを含む） 

 ２ 交付額 当該敬老事業の対象者の数に１，０００円を乗じて得た額（限度額） 

       ただし、事業に要した実支出額が限度額以内であるときは、その額 

      とします。 

 

■お知らせ 

１ 健康づくり事業 

健康増進課 

（芦辺庁舎）４５－１１１４ 

長寿支援課 地域包括支援センター 

（芦辺庁舎）４５－１１９７ 

疾病の早期発見、早期治療および重症化予防のため、生活習慣病の予防対策をはじ

め、健康づくりを重点とした事業を実施しています。 

 

１ 生活習慣病予防対策 

各種事業でライフステージを通じて生活習慣病予防対策を推進します。 
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 （１）各種健診（実施期間 ６月～翌年２月） 

 ・歯周疾患検診（今年度２０歳・３０歳・４０歳・５０歳・６０歳・７０歳 

の方） 

・特定健診（４０～７４歳） 国民健康保険被保険者 

   ・先取り健診（３０歳代・生活保護受給者） 

   ・後期高齢者健診（７５歳以上） 

   ・お口“いきいき”健康支援（歯科検診）（７５歳以上） 

 

（２）健診後の保健指導 

   特定健診・先取り健診・後期高齢者健診の実施後、その結果によって保健指

導を実施します。 

 

２ 各種がん検診 

（１）肺がん検診：４０歳以上 

（２）胃がん検診（胃カメラ又は胃透視）：５０歳以上 

     ただし、昨年度、胃カメラを受診した方を除く 

（３）大腸がん検診（２日分の便の提出）：４０歳以上 

（４）女性のがん検診 

乳がん検診  ：３０歳以上 ※ただし、昨年度受診した方を除く 

子宮頸がん検診：２０歳以上 ※ただし、昨年度受診した方を除く 

 

    集団検診 肺・女性のがん １１月 

   医療機関 胃・肺・大腸・女性のがん ６月～翌年２月   

 

５．産業推進部 

●自治公民館関係の業務・お願いなど 

１ 農道等の維持補修要望 
農林課（石田庁舎） 

４４－６１１３  

 要望する内容につきましては、自治公民館内で協議された上で要望書の作成および提

出をお願いします。要望書の様式につきましては、各庁舎・各事務所にあります。また、

壱岐市ホームページにも掲載しています。 

 要望書の回答につきましては、回答書を作成して送付します。 

 また、現地確認の際は、自治公民館長様へ立会をお願いすることがございますので、

ご理解、ご協力をお願いします。 

 

２ 「緑の募金」の協力依頼 
農林課（石田庁舎） 

４４－６１１３  

春季「緑の募金」活動が、国土緑化運動の一環として５月３１日まで県下一斉に行わ

れます。出費多端の折、誠に恐縮ですが募金協力をお願いします。 

皆様方からの募金は、身の回りの緑化や森林の整備・ボランティア活動などの支援に

活用されます。  
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３ 漁港港湾内施設の災害報告 
水産課（石田庁舎） 

４４－６１１４ 

豪雨、台風、高潮などによって、漁港港湾内施設に災害が発生した場合、水産課まで

ご報告をお願いします。 
 
◆届出・申込みなど 

１ 農地等災害の被災報告 
農林課（石田庁舎） 

４４－６１１３ 

農地等災害の被災報告につきましては、一週間以内に所有者（耕作者）から農林課へ

ご連絡をお願いします。 

※報告が遅れますと、対応ができなくなる場合がございますのでご注意ください。 

〇国庫補助金災害対象の目安と受益者負担につきましては、以下のとおりです。 

（１）国庫補助金災害対象となる被災金額は、１箇所当たり４０万円以上です。 

（２）受益者負担につきましては、下記のとおりです。 

田・畑        国庫補助率によって（１０％～２０％） 

用水路・ため池    国庫補助率によって（５％～１５％） 

農道・排水路     負担なし 

※工事入札前に、預かり金として負担金の納入をお願いしております。 

  

〇被災金額４０万円未満につきましては、市単独農地等小災害復旧事業（復旧工事 
費の５割補助）の制度がございます。 

  また、山林が崩壊し住居が土砂被害を受けた場合、被災住居林地災害土砂除去作業 
費補助事業により、土砂除去にかかる費用（上限４０万円）の一部を助成する制度 
がございます。（土砂除去費用の４割補助） 

 
 

若者等の地元就職および定着を促進するため、新規学卒者（高校・大学・専門学校等）

として採用された就職者に対して「壱岐市就職奨励金」を交付します。 

（１）交付要件 
・正規雇用であること。 
・採用後１年以上勤務していること。 
※上記以外の要件もありますので担当者までご確認ください。 
 

（２）交付額 
 新規学卒者（高校・大学・専門学校等）… １００，０００円 
 
 
 

２ 壱岐市就職奨励金 
商工振興課（石田庁舎） 

４４－６１１５ 
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■お知らせ 

１ 
郷ノ浦港・印通寺ターミナル駐車場の 

利用 
水産課（石田庁舎） 

４４－６１１４ 

 週末や連休中は、ターミナル周辺が大変混雑します。路上駐車や駐車枠外に駐停車し

ている車両が多く見られ、バスやタクシーの運行ができない報告も多数受けております

ので、マナーを守ってご利用ください。また、混雑緩和のために、乗り合せや、船が到

着してしばらくしてから迎えに行くなどのご配慮をお願いします。なお、郷ノ浦港で長

期間駐車される場合は、絵踏地区郷ノ浦町漁協船台横に臨時駐車場を設けておりますの

で、そちらをご利用ください。ご不便をおかけしますがご理解・ご協力のほどよろしく

お願いします。 
 

２ 芦辺港ターミナル駐車場の利用 
水産課（石田庁舎） 

４４－６１１４ 

芦辺港ターミナル周辺では、令和６年にジェットフォイル乗場がターミナルビル南側

に移転し、並行しまして駐車可能台数の大幅確保および安全性・利便性向上のため、駐

車場等の整備を行っております。この整備により道路を１車線のロータリー化（一方通

行）に変更し、工事中は随時駐車場の一部を封鎖し作業を行いますので、現地状況を確

認のうえ、ご利用ください。特に、道路内やバス停留帯での駐停車は公共交通の通行に

支障を来しますのでご遠慮願います。なお、駐車場の混雑緩和のため、旧ジェットフォ

イル乗場付近の駐車場を優先的にご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解・

ご協力のほどよろしくお願いします。 
 

６．建設部 

●自治公民館関係の業務・お願いなど 

１ 市道・河川等の公共土木施設の災害報告 
建設課（勝本庁舎） 

４２－１１１２ 

集中豪雨等の異常気象により市道、河川等の公共土木施設に災害が発生した場合は、

被害箇所、被害状況、通行の可否等について、可能な範囲で自治公民館ごとに取りまと

めのうえ、建設課または各支所へ報告をお願いします。 
 

２ 市道等の維持補修要望 建設課（勝本庁舎） 

４２－１１１２ 

（１）市道等の維持補修の要望については、個人的な要望は受け付けておりません。

各自治公民館内で協議のうえ、自治公民館長名で要望書の提出をお願いします。

提出の際は、要望箇所が分かる資料（位置図・写真等）の添付をお願いします。 

 
（２）市道維持管理計画表および要望書の様式は、各庁舎・各事務所に備え付けてい

るほか、市ホームページにも掲載しています。 
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（３）地域による市道維持管理作業（除草等）の負担軽減を図るため、セイタカアワ

ダチソウを対象として、除草剤を１自治公民館あたり年間３リットルを上限に

支給します。支給を希望される場合は、年度当初に市道維持管理計画表へ希望

数量を記載のうえ、提出をお願いします。（散布は地域での対応をお願いしま

す。） 
 

（４）地域で実施する急坂舗装、防草コンクリート等について、原材料（生コンクリ

ート）を１自治公民館あたり年間７．０㎥を上限に支給します。支給対象は市

道および赤道、河川区域内に限ります。（私有地では利用できません。） 

支給を希望される場合は、年度当初に市道維持管理計画表へ必要数量および路

盤整地、法面整形の有無を記載し、提出をお願いします。（日付は未定でも可。）

実施予定日が確定次第、建設課へ電話で連絡をお願いします。（日曜日は対応不

可。なお、型枠の設置および打設作業は地域で対応をお願いします。） 

 

 （５）複数の要望がある場合は、自治公民館内で優先順位を付けて要望をお願いしま

す。 
 

（６）各種要望に係る市の対応については、現地確認または要望者（自治公民館長）

との立会後に、課内協議のうえ、文書で回答します。 
 
（７）各自治公民館の要望により、豪雨時に応急的に設置した土嚢については、要望

された各自治公民館において撤去をお願いします。 
 

★補助・助成制度など 

１ 市道維持管理作業に伴う機械借上制度 
建設課（勝本庁舎） 

４２－１１１２ 

１ 機械借上制度の対象：（１）高所作業車  

（２）タイヤショベル・バックホウ・ダンプトラック 

   軽ダンプ、軽トラック、その他市が認める機械 

 
（１）高所作業車の場合 

ア 地域における市道維持管理作業（道つくり）の際に、通常の作業では対応が

困難な高枝伐採については、高所作業車（機械操作員および伐採作業員、チ

ェーンソー１台含む）を市が手配します。なお、伐採木の集積・処分は地域

での対応をお願いします。 
 
イ 年度当初に市道維持管理計画表へ実施予定回数、希望業者等を記載のうえ、

提出をお願いします。（日付は未定でも可。）実施予定日が確定次第、建設課

まで電話で連絡をお願いします。 
  ※業者の都合や、繁忙期等により、希望の日程に沿えない場合がありますの

で、早めの連絡をお願いします。 
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（２）タイヤショベル・バックホウ・ダンプトラック等の場合 

ア 地域での市道維持管理作業（道つくり等）に伴う伐採木や排水路の堆積物等

の集積・処分作業に、タイヤショベルおよびバックホウを使用される場合、 
１日の作業につき各２台を上限として、それぞれ１０，０００円を助成しま

す。（作業時間が４時間未満の場合は半額の５，０００円とします。）    
 
イ ダンプトラック(２ｔ以上) 【令和８年度拡充】   
  地域での市道維持管理作業（道つくり等）の際に、ダンプトラック（２ｔ以

上）を使用される場合、1 日の作業につき２台を上限として、５，０００円

を助成します。（作業時間が４時間未満の場合は半額の２，５００円としま

す。） 
 
ウ 軽ダンプ、軽トラック、その他市が認める機械【令和８年度新規】 
  地域での市道維持管理作業（道つくり等）の際に、軽ダンプ、軽トラック、

その他機械を使用される場合、１日の作業につき各２台を上限として、それ

ぞれ５００円を助成します。軽ダンプ、軽トラックについては、実際に作業

で使用したものに限り助成します。（乗用は対象外。また、作業時間が４時

間未満の場合でも５００円とします。） 
  ※その他機械とは、ウイングモア、ハンマーナイフモア等を想定しています。 
 
エ 大雨や暴風の後に発生した、市道の崩土除去や側溝などの堆積土の処理作

業に使用される場合も助成対象とします。年度当初の予定に無い緊急対応

の場合は、要望書による申請をお願いします。 
 

オ タイヤショベル・バックホウ・ダンプトラック等の借上料は、各自治公民館

の口座への支払いとなります。 
 
カ タイヤショベル・バックホウ・ダンプトラック等の申請については、年度当

初に市道維持管理計画表へ実施予定回数および借上予定台数を記載のうえ、

提出をお願いします。（日付は未定でも可。）実施予定日等が確定次第、建設

課まで電話で連絡をお願いします。なお、計画表の提出後に借上台数等の変

更（増減など）がある場合は要望書の提出をお願いします。作業実施後は、

年間を通じて申請した分を取りまとめ、請求書および使用状況の写真（２～

３枚）を併せて提出をお願いします。（※請求書の金額は空欄でお願いしま

す。なお、これまでどおり各作業の実施後に随時での助成（請求書の提出）

にも対応します。） 
 

※タイヤショベル・バックホウ・ダンプトラック等の機械借り上げ助成および

生コンクリート支給等については、予算の範囲内での助成となるため、事前

申請を原則とします。未申請での請求および事後申請等については、助成対

象外となりますので注意をお願いします。 
 

２ 市道維持管理作業に伴う補助金制度 
建設課（勝本庁舎） 

４２－１１１２ 

地域で実施される市道維持管理（道つくり）について、作業実施延長１ｍにつき１６

円を補助します。補助については、延べ延長では無く、管理延長での補助となるため、
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回数に応じた補助金の変動はありません。 
 

３ 壱岐市水道料金報奨金 
上下水道課（勝本庁舎） 

４２－１１１３ 

水道料金の納付率向上を図るため、「壱岐市水道料金報奨金交付に関する規程」に 

基づき、各自治公民館に「水道料金報奨金」を交付します。 

令和８年度は、令和７年度完納の公民館に交付します。 

 

交付基準 自治公民館内水栓個数 交付金額 

年度内納付率 100％の自治

公民館  
１個～ ２０個  ３，０００円/自治公民館 

２１個～ ５０個  ５，０００円/自治公民館 

５１個～１００個  ７，０００円/自治公民館 

１０１個～ １０，０００円/自治公民館 

※令和９年度から全面的に見直します。 

 

 

７．教育委員会 

■お知らせ 

１ 補償保険（公民館総合補償制度） 
社会教育課（芦辺庁舎） 
４５－１１１３ 

公民館行事参加者等の補償対象者が急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被り、

公民館が補償をする場合に「公民館総合補償制度」に基づいて保険金が支払われます。 
 活動中に怪我などをされた場合は、社会教育課若しくは各地区公民館へ連絡をお願い

します。 

 

２ 壱岐市いきっこ留学制度 教育総務課（芦辺庁舎） 
４５－１２０２ 

平成３０年９月から小・中学生を対象とした「いきっこ留学」を開始し、令和８年４

月から全体で１０名の留学生を受け入れています。いきっこ留学制度には「しま親留学」

「孫戻し留学」「親子留学」の３つの留学タイプがあります。 
 壱岐市では、留学生が住んでいる地区の公民館やまちづくり協議会等関連機関に入市

式や修了式のご案内、いきっこ留学制度の委員会や協議会委員に着任いただいておりま

す。今後ともご協力いただきますようお願いいたします。 
 また、いきっこ留学制度には留学生を受け入れていただく「しま親」の確保が喫緊の

課題となっており、随時しま親を募集しております。地域でも周知いただきますようお

願いいたします。 
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８．消防本部 

■お知らせ 

１ 火災予防 
消防本部 予防課 
４５－３０３７ 

  林野火災は、季節毎に農作業等に深く関連して発生しています。主な原因は、燃や

す場所から山林内の枯草等可燃物まで安全な距離を保てなかったこと。また、消火不

十分のままその場を離れた等です。林野火災を予防するため以下に気を付けましょう。 

 

・周囲の燃えやすい物と安全な距離を保つこと。 

・燃えはじめると風が起こるので少しずつ燃やすこと。 

・焼却中はその場を離れずに完全に消火したことを確かめること。 

・消火の準備を必ず行うこと。 

※火災と紛らわしい煙や火炎を発する場合は、火災予防条例により消防署へ届出を行

うこととされています。焼却行為を許可するものではありません。慎重に行うこと

が重要です。 

 

  令和８年１月１日から気象の条件等により、林野火災注意報・林野火災警報を発

令するようになりました。 

  警報が発令されたら、野焼きや枯草焼き等の火の使用が制限され焼却行為が出来

なくなります。 

 

２ 住宅用火災警報器の維持管理 消防本部 予防課 
４５－３０３７ 

  全国的に就寝時の火災による死者が多いことから、平成２１年６月から、住宅用火

災警報器の設置が義務付けられています。設置から経過年数が長くなると、電子部品

の劣化や電池切れなどで正常に火災を感知しなくなることがあります。既に設置され

ているご家庭は１０年を目安に新しい物と取替えましょう。また、消防本部では、自

治公民館員皆様向けの出前講座メニューに、火災予防、災害時の対応、応急手当につ

いて普及啓発に取り組んでいます。お申し込みの際は、地域共創課までお問い合わせ

ください。 
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